
茨城県立中央病院研修棟 医療スキルトレーニング室利用要領 

 

 

１ 目的 

  茨城県立中央病院研修棟 医療スキルトレーニング室は，当院職員，医学部及び

看護学部等の学生，地域の医療従事者等の医療知識及び技術の習得と向上に資す

る場として利用する。 

 

２ 利用対象者 

  当院職員，医学部及び看護学部等の学生，地域の医療従事者等を利用対象者と

する。 

 

３ 利用可能時間 

  原則，全日２４時間利用可能とする。 

 

４ 利用可能器材 

  「医療スキルトレーニング室器材一覧」のとおり。 

 

５ 利用方法 

・ 利用者が警備室で鍵の貸出を受け解錠し，室内にある利用簿に利用者氏名・利

用器材名等を記入のうえ利用する。 

・ 利用後は必ず消灯し，出入口ドアが施錠されたことを確認する。 

・ 研修会等で利用する場合は，サイボウズにて施設予約を行うものとするが，個

人で利用する場合においては，サイボウズでの施設予約は必須ではない。ただ

し，サイボウズにて施設予約を行なった者が優先される。 

・ 当院職員が当院外で器材の利用を希望する場合には，器材借用書（別紙２）を

医師教育研修室へ提出するものとする。また，当院職員以外が院外で利用する

場合においては，医療スキルトレーニング室長の判断によるものとする。 

 

６ 器材の管理等 

各器材は原則，茨城県立中央病院研修棟 医療スキルトレーニング室内にて管理

するものとし，医療スキルトレーニング室が，器材の不具合等の確認及び使用す

る消耗品の補充を随時行うものとする。 

 

７ 器材の修理等  

利用者が器材の不具合・故障等を認めた場合には，医師教育研修室へ申し出す

ることとする。器材の修理費等については，利用者は故意又は重大な過失により，

施設，設備及び備品に滅失，破損等の損害を与えたときは，その損害を弁償しな

ければならない。尚，その過失の程度については，医療スキルトレーニング室長，

または医療スキルトレーニング室ＷＧが判断する。 



８ 新規器材の導入 

各所属において，茨城県立中央病院研修棟 医療スキルトレーニング室に新たな

器材の導入を希望する場合には，医療スキルトレーニング室ＷＧに諮ることとす

る。 

 

 

付 則  平成２４年 ２月１３日 施行 

     平成２７年１０月 １日 改正 

     平成３０年 ４月 １日 改正 

     令和 元年  ５月１５日 改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


